
鳥取県親元就農促進支援交付金交付要綱 
 

制  定 平成26年３月31日付第201300203181号 

最終改正 令和７年９月19日付第202500130690号 

鳥取県農林水産部長通知 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、鳥取県親元就農促進支援交付金（以下「本交付金」という。）の交

付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本交付金は、認定農業者等、本県の地域農業の担い手として位置づけられる農業経営体の経

営者（３親等以内の親族で構成する法人の代表者を含む。以下「農業経営主」という。）の親族の

当該農業経営体への就農（以下「親元就農」という。）を促進し、農業経営の継続的な発展を図る

とともに、当該親元就農者が、将来、地域農業の担い手として定着することを目的として交付す

る。 

 

（交付金の交付） 

第３条 県は、前条の目的を達成するため、鳥取県親元就農促進支援交付金事業実施要領（平成２６

年３月３１日付第２０１３００２０３１８１号鳥取県農林水産部長通知。以下「実施要領」とい

う。）に基づき別表の第１欄に掲げる事業（以下「対象事業」という。）を行う同表の第３欄に掲

げる者（以下「補助事業者」という。）に対して、予算の範囲内で本交付金を交付する。 

２ 本交付金の額は、補助事業者が別表の第４欄に定める者（以下「間接補助事業者」という。）に

対して、実施要領に基づき、当該年度に同表の第５欄の交付基準額により交付した同表の第２欄に

掲げる交付金の合計額に、同表の第６欄に定める率を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額）以下とする。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本交付金の交付申請は、知事が別に定める日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及

び様式第２号によるものとする。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本交付金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から２０日以内に行うものとする。 

２ 本交付金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

 

（間接交付の条件） 

第６条 補助事業者は、間接交付金を交付するときは、間接補助事業者に対し、次の表の左欄に掲げ

る規則の規定（これらの規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句に、それぞれ読

み替えたものとする。）に準じた内容の条件を付さなければならない。 

 

第12条（第４項を除く｡)、第13条

、第14条、第16条第２項後段、第

17条、第25条及び第26条 

補助事業者等 間接補助事業者 

交付決定 間接交付の決定 

補助事業等 間接補助事業 

知事 補助事業者 

様式第２号による 補助事業者が定める 

対象事業 間接補助事業 

様式第３号による 補助事業者が定める 



補助金及び間接県費補助金等 間接交付金 

 

（承認を要しない変更） 

第７条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、間接補助金の減額に係るもの以外の変更と

する。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（間接的な変更等の承認） 

第８条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第１２条の規定に準じた内容の条件に基づ

き、間接補助事業について変更等の承認をしようとするときは、あらかじめ規則様式第２号による

申請書を知事に提出して、その承認を受けなければならない。 

２ 第５条第１項の規定は、前項の規定による知事の承認について準用する。 

３ 補助事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第１２条第１項（同条第２項において準用

する場合を含む。）の別に定める変更等を定めるに当たっては、次に掲げる変更等を定めてはいけ

ない。 

（１）事業費の増額 

（２）間接補助事業の中止及び廃止 

 

（指示等の報告） 

第９条 補助事業者は、第６条の規定により付した規則第１３条又は第１６条第２項後段の規定に準

じた内容の条件に基づき、間接補助事業者に対して指示をし、又は間接補助事業者から報告を受け

たときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告の時期等） 

第10条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。 

（１）規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、間接補助事業の完了又は中止若しく

は廃止の日から３０日を経過する日 

（２）規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌

年度の４月１５日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞ

れ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（間接交付金の支払） 

第11条 補助事業者は、本交付金の支払を受けたときは、その支払を受けた額に応じた額の間接交付

金を、遅滞なく間接補助事業者に支払わなければならない。 

 

（交付金の返還等） 

第12条 補助事業者は、第３条第１項の規定により本交付金を受けた間接補助事業者が、実施要領第

１２の規定により間接交付金を返還する義務が生じた場合は、その旨を速やかに知事に報告しなけ

ればならない。この場合において、疾病、災害等やむを得ない事情として知事が認める場合を除

き、当該間接補助事業者に対し、間接交付金の返還を求めるものとする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により間接補助事業者から間接交付金の返還を受けたときは、県から

当該間接交付金に係る本交付金の支払を既に受けている場合にあっては、当該本交付金の額を速や

かに県に返還するものとする。 

 

（雑則） 

第13条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、農林水産部

長が別に定める。 



 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年９月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年３月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年３月２８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年３月１５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年３月２７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年３月２６日から施行する。 

附 則 

この改正は、令和７年９月１９日から施行する。 



別表（第３条関係） 

１ 

対象事業 

２ 

補助対象経費 

３ 

補助事業者 

４ 

間接補助事業者 

５ 

交付基準額 

６ 

交付率 

 

鳥取県親元就農促進支援交

付金事業 

 

第４欄に規定する間

接補助事業者毎に、

第５欄に規定する交

付基準額により算定

して交付する交付金 

 

市町村 

 

将来経営を移譲する予定の親族（子、孫、甥又は

姪等の３親等以内の者に限る。）に対し、研修を

行う者で、以下のいずれかに該当する者 

 

（１）認定農業者 

（２）地域計画（農業経営基盤強化促進法（昭和

５５年法律第６５号）第１９条第１項に規定

する地域計画をいう。）のうち目標地図（同

条第３項の地図をいう。）に位置づけられた

者等 

（３）地域農業の担い手として支援することが適

当と市町村長が認める者 

 

ただし、(２)及び(３)については、経営開始資金

（これに準ずる国の補正予算事業を含む。）又は

就農応援交付金の受給中でない者であり、５年以

上の農業経験を有する者に限る。 

 

 

交付金の額は月額１０

万円とし、交付期間は

実施要領第５に基づく

研修計画等の承認の翌

月から最長２年間とす

る。 

 

２／３ 

 


